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第１章 開発許可制度と申請の手引きの概要  

 

 
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と

公共の福祉の増進に寄与することを目的とし、農林漁業との調和を図りつつ、健康
で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びに適正な制限の
もとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念としています。  
開発許可制度は、この基本理念のもと目的を実現するために市街化区域と市街化

調整区域の制度を担保するものとして創設され、合理的な土地利用と計画的なまち
づくりについて具体的な誘導規制を行うことを基本としています。  

 
この制度は昭和４３年の創設以来、社会経済状況や制度運用の実情を踏まえ、適

宜改正がなされ、昭和４９年の改正（昭和５０年４月１日施行）では、これまでい
わゆる線引都市計画区域においてのみ適用されてきたのを改め、非線引都市計画区
域にも、本制度を適用することになりました。 
 近年の主な改正点を見ますと、平成１８年の改正（平成１９年１１月３０日施
行）では、大規模開発に関する規定（旧法第３４条第１０号イ）が削除されると
ともに、これまで許可不要であった社会福祉施設、医療施設、学校等が新たに許
可対象とされ、また、国、都道府県等が行う開発行為について、開発許可権者と
の協議が整わなければ、開発行為ができないこととなりました。 
 また、令和２年の改正（令和４年４月１日施行）では、近年の激甚・頻発化す
る自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、移転
の促進等が盛り込まれました。さらに、宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規
制法）の改正・施行（令和５年５月）を受けて、令和７年４月からの熊本県での
運用開始にあわせて、盛土規制法の規制区域指定後に開発許可（都市計画法第２
９条第１項又は第２項の許可）を受けた工事については、特例として盛土規制法
上の許可を受けたもの（みなし許可）とみなされることとなりました。  
 
 本市では、昭和５０年の制度適用以来、民間開発は県知事の許可により運用さ
れてきましたが、平成２４年４月１日からは、県からの権限移譲により開発許可
の事務を行うことになりました。このような背景により、開発許可制度を適確に運
用する必要があることから、熊本県に準拠しつつ、本市の基本的な考え方や許可基
準、手続き等を整理した形で、本手引きを市民の皆様にお示しすることにしました。 
 

開発行為許可申請につきましては、事前検討、つまり許可になる見込みがある
かどうかの見極めが非常に重要になります。各開発予定者におかれましては、で
きる限り早い段階で、相談窓口においでいただきますようお願いします。  
 
最後に、本手引きが開発行為業務に関係される方々の実務書として幅広く活用さ

れることを期待しますとともに、本手引きにより関係者の皆様方が開発許可行政を
理解していただき良好な都市環境づくりに積極的に参加されるようお願いいたし
ます。 
  
この手引きの変更点は、令和７年（２０２５年）７月１日から適用されます。  

 
 
【凡例】 
 この手引きでは、次の略称を用いる。  
  法 ・・・都市計画法（昭和４３年法律第１００号）  
  令 ・・・都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）  
  規則・・・都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号）  
 


